
全国がん登録に係る実施状況について 

 

１ 対象施設（H29.4.1時点） 

県内１４１施設の病院及び知事が指定する診療所が届出の対象施設となっている。 

病院 診療所 

１４０施設 １施設（H28.1.1指定） 

 

２ 平成２９年度における届出対象症例 

平成２８年症例（平成２８年１月１日～平成２８年１２月３１日） 

 

３ 届出方法 

（１）媒体                                   

媒体 概要 

(1)がん登録オンライ

ンシステム 

〇平成２９年４月から利用手続きを開始し，環境が整った施設から順次利用

申請開始。 

〇情報管理上，当該システムを利用して届出を行うことが望ましい。 

(2)セキュア付き USB 
〇がん登録オンラインシステムを未導入施設において使用。 

〇届出に当たっては，追跡サービス付きの配送方法により移送。 

(3)OCR専用用紙 
〇インターネット回線を利用不可の施設において使用。 

〇届出に当たっては，追跡サービス付きの配送方法により移送。 

 

（２）届出時期 

病院の種類 平成 28年症例の届出時期 参考：平成 29年以降症例の届出 

がん診療連携拠点病院 平成 29年 4月から 8月末まで 
当該病院等における初回の診断が行われた

日の属する年の翌年の 4月から 8月末まで 

上記以外の病院及び 

知事指定診療所 
平成 29年 4月から 9月末まで 

当該病院等における初回の診断が行われた

日の属する年の翌年の 4月から 9月末まで 

 

４ 届出状況（H29.9.30時点） 

 病院 指定診療所 

届出済み機関数 

(がん登録オンライン利用施設) 

115 

(50) 
0 

未届出機関数 25 1 

 

５ 平成２９年度における診療所の指定手続きについて 

がん登録等の推進に関する法律第６条第２項による診療所の指定については，年内に申請を受付し，

平成３０年１月１日付けで指定する。 

なお，上記期間以外の指定については，データベース管理を含む診断年管理が煩雑になるため，行

わないこととしたい。 

資料１ 


